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四日市市認知症高齢者等ＳＯＳメール配信事業実施要綱を次のように定める。 

令和２年１０月１日 

四日市市長  森 智 広    

 

四日市市認知症高齢者等ＳＯＳメール配信事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この事業は、認知症、知的障害又は精神障害が原因で行方不明になった

対象者の情報を電子メールで配信し、地域住民からの情報提供を得ることで、

当該対象者の早期発見、事故防止につなげるとともに、介護する家族等の負担

を軽減することを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、四日市市（以下「市」という。）とする。 

（みまもり対象者） 

第３条 この事業の対象者（以下「みまもり対象者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1)市内に居住している者であって、認知症、知的障害又は精神障害が原因で行

方不明になった者 

(2)その他市長が特に必要と認めた者 

（みまもり協力者） 

第４条 この事業の趣旨に賛同し、みまもり対象者の早期発見に協力する意思の

ある個人又は事業者は、自らがインターネット上のサイトで登録することによ

り、みまもり協力者として、情報の配信を受けることができるものとする。 

（情報の配信） 

第５条 みまもり対象者の情報配信を希望する者は、警察署へ行方不明者届を提

出した後、四日市市認知症高齢者等ＳＯＳメール配信依頼書（第１号様式）を市

長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する依頼書を受理したときは、当該みまもり対象者の情報

を、電子メールでみまもり協力者に送信し、情報の提供を依頼するものとする。 

３ 市長は、みまもり対象者が発見、保護されたときは、その結果を、みまもり協

力者に電子メールで配信し、情報提供の依頼を解除する。  

４ みまもり協力者は、みまもり対象者を発見した場合は、速やかに警察署等に通

報するとともに、必要な対応を行うよう努めるものとする。  

（事前登録） 

第６条 認知症、知的障害又は精神障害が原因で行方不明になるおそれのある者

の家族等は、四日市市認知症高齢者等ＳＯＳメール配信事業登録申請書兼同意

書（第２号様式）を市長に提出し、住所、氏名、特徴等の情報をあらかじめ登録

（以下「事前登録」という。）することができるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する事前登録の申請を受理したときは、その内容を審査の



うえ、必要と認めたときは、事前登録を行うものとする。  

（事前登録対象者） 

第７条 事前登録の対象者（以下「事前登録対象者」という。）は、市内に居住し、

本市の住民基本台帳に記録されている者であって、以下の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 要介護者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第７条第２項に規定する要介護者をいう。以下同じ。）、要支援者（同条第

３項に規定する要支援者をいう。以下同じ。）又は６５歳以上の高齢者（た

だし、要介護者、要支援者を除く。）であって、次のいずれかに該当する者  

ア 医療機関で、日常生活に支障をきたす認知症があると診断された者  

イ 要介護認定又は要支援認定にかかる法第２７条第２項若しくは第３２条

第２項に規定する調査又は法第２７条第３項若しくは第３２条第３項に規

定する主治医意見書において、日常生活に支障をきたす認知症があると判

定された者 

ウ 在宅介護支援センター若しくは地域包括支援センターの職員又は法第８

条第１１項に規定する居宅介護支援事業所の介護支援専門員による調査に

よってア又はイに準ずる状態にあると認められた者  

(2) 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第１２条に規定する児童相談所又

は知的障害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条に規定する知的障害

者更生相談所において知的障害と判定された者  

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第

５条に規定する精神障害者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事前登録の

対象から除外するものとする。 

(1)法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は第２５項に規

定する介護保険施設に入所している者  

(2) 法第８条第１１項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第２０項に規

定する認知症対応型共同生活介護又は同条第２１項に規定する地域密着型特

定施設入居者生活介護を利用している者 

(3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老

人ホームに入所している者 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設に入所してい

る者 

(5) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護

施設又は同条第２項に規定する更生施設に入所している者 

(6) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院又は診療所に長期間

入院している者 

（事前登録申請者） 



第８条 事前登録の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 事前登録対象者本人 

(2) 事前登録対象者の家族又は親族 

(3) 事前登録対象者の成年後見人 

(4) 事前登録対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要

と認めた者 

（届出の義務） 

第９条 第６条第２項の規定により事前登録を認められた者（以下「事前登録利用

者」という。）は、事前に登録した情報に変更が生じたとき、又は次の各号のい

ずれかに該当したときは、速やかに四日市市認知症高齢者等ＳＯＳメール配信

事業登録変更（廃止）届出書（第３号様式）により市長に届け出なければならな

い。 

(1) 事前登録対象者が死亡したとき。 

(2) 事前登録対象者が市外に転出したとき。  

(3) 事前登録対象者が第７条の要件を満たさなくなったとき  

(4) 事業の利用を辞退するとき。 

（事前登録の取消し） 

第１０条 市長は、事前登録対象者又は事前登録利用者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該事前登録を取り消すことができるものとする。 

(1) 前条に規定する廃止の届出がされないとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって事前登録を行ったとき。  

（守秘義務） 

第１１条 この事業に関わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の利益

を侵害することのないよう努めるとともに、事業で知り得た個人情報をその目

的外に利用し、他に漏らしてはならないものとする。第４条の規定によるみまも

り協力者の登録を廃止した後も同様とする。 

（関係機関等との連携） 

第１２条 市長は、事業の実施にあたり、警察署との十分な連携を図るものとする。 

２ 市長は、みまもり対象者が、市外に移動しているおそれがあると判断した場合

は、必要に応じて、都道府県又は他市町村との連携を図るものとする。  

（補則）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

（健康福祉部高齢福祉課）  


